
　　　　　支部長挨拶

 支部長　　　　　　　

　谷　口　眞　二

　会員の皆様には、日頃より支部活動に多大
なるご理解、ご協力を賜り誠にありがとうご
ざいます。
　５月21日には、支部総会も無事に終了する
ことが出来ました。各分会、青年部、女性部
もそれぞれ総会を済ませ、本格的に令和７年
度のスタートをきることが出来ました事を、
改めてお礼を申し上げます。
　昨年は、物流の2024年問題の対応として運
賃の値上げの（標準的運賃の届出）お願いを
してまいりました。本部が設定した数値には、
及びませんでしたが、会員皆様のご協力をい
ただき、90％近くに達しました。誠にありが
とうございました。
　令和７年４月より物流２法が改正されまし
た。このことによって今年から、荷主、大手
物流事業者を対象に環境整備や荷待ち時間の
改善等指導が始まりました。近年中には、我々
実運送会社が対象となり、点呼、運送契約の
書面化、多重下請けの禁止等が、規制の対象
に成りそうです。特に乗務員の労働時間、最
低賃金遵守、年次有給休暇の取得等、勤怠管
理に重点を置いて、陸運支局と労働基準監督
署がタイアップしての取り締まる事が予想さ

れます。ＩＴ点呼や勤怠管理システムの導入
等で、対応していく方法も一つかもしれませ
ん。
　また、５年ごとに運送免許の更新制とし
て、不当な運賃収受や、適正な事業がなされ
ていない事業者を排除すると言う法案が検討
されているようです。標準的運賃には、強制
力が無いことから適正原価（最低運賃）を決
めるという案が国会で可決されました。この
案は、扱われ方によって逆風になる場合が有
るので、皆様にも関心を持っていただき、注
視する必要が有ると思います。
　この様に業界を取り巻く環境は、益々厳し
くなっていきますが、会員皆様のご意見を頂
戴して、支部から本部へ、そして国へ届くよ
うにと思います。
　東ト協本部の会員重視、ドライバーファー
ストの観点から健康診断、血圧計の導入等の
各種補助や、近代化基金融資、信用保証の制
度の助成制度等を幅広く利用していただけれ
ばと思います。６月２日より東京都燃料補助
事業が始まりましたので申請をよろしくお願
いします。
　本年も関係官庁、行政、東ト協本部のご指
導を仰ぎながら、交通安全啓蒙や、トラック
フェスタ、健康診断事業等、各種行事を行っ
ていく所存です。
　会員の皆様の参加、ご協力をお願いすると
ともに、ご事業の発展を心からお祈り申し上
げます。
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◆令和７年４月

１．許可関係 0件
２．事業報告（実績報告含む） 15件
３．届出事項の変更 5件
４．労基関係 1件
５．その他 0件

◆令和７年５月

１．許可関係 0件
２．事業報告（実績報告含む） 15件
３．届出事項の変更 20件
４．労基関係 0件
５．その他 0件

◆令和７年６月

１．許可関係 0件
２．事業報告（実績報告含む） 7件
３．届出事項の変更 5件
４．労基関係 0件
５．その他 0件

　2025年、物流業界はかつてない変革期に

あります。人手不足、燃料費の高騰、そし

て2024年の働き方改革関連法の施行によ

り、ドライバーの労働時間が制限されたこ

とで、業界全体に深刻な影響が出ています。

特に中小の運送会社にとっては、従来のや

り方を見直すことが喫緊の課題となってい

ます。

　ドライバー不足の問題は、慢性的な構造

問題です。若年層の物流業界離れは進ん

でおり、採用難が続いています。一方で、

EC市場の拡大による荷物量の増加は止ま

らず、限られた人員でいかに効率よく配送

を行うかが問われています。

　こうした背景から、運送会社には新たな

対応が求められています。たとえば、積載

率の向上を目的とした共同配送や、AIを

活用した配車システムの導入、再配達削減

のための受取場所の多様化など、業務の効

率化が急務です。

　また、2024年の法改正によって時間外労

働の上限規制が強化されたことから、労務

管理体制の整備も欠かせません。社員の健

康と安全を守るためにも、適切な労働環境

づくりと働きやすい職場の整備は、今後の

企業経営において大きなポイントになりま

す。

　物流は社会の基盤を支えるインフラで

す。だからこそ、私たち運送会社は、単な

る「物を運ぶ業者」ではなく、「社会の動脈」

としての使命を果たす覚悟が求められてい

ます。厳しい状況ではありますが、柔軟な

発想と地道な努力によって、この変革の時

代を乗り越えていきたいと考えています。

支部取扱許認可届出事案件数 令和７年４月～６月

2025年物流業界を取り巻く状況
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　平素から、東京都トラック協会大田支部の
皆様には、警察業務全般にわたり、深いご理
解とご協力を賜りまして誠にありがとうござ
います。今回は、「交通死亡事故の絶無を目
指して」について寄稿させていただきます。
　皆様は、北海道から九州・沖縄まで、昼夜
を問わずトラックを運転されている事と思い
ます。トラックを運転するに際して、是非と
も安全運転と交通事故防止を最優先でお願い
いたします。
　実は、二輪車の交通死亡事故の最大の相手
は、トラックです。少し古い統計になります
が、令和５年中、貨物車が二輪車の対車両交
通死亡事故の65パーセントを占めました。
　当署においても、令和５年３月28日午後４
時40分頃、環状７号線外回りにおいて、二輪
車がトラックの左側をすり抜けようとしたと
ころ、側面に衝突して運転者が頭部を強打し、
外傷性クモ膜下出血等で亡くなる交通死亡事
故が発生しました。
　ちなみに、トラックと二輪車の交通事故で
一番多い態様は、右直事故です。トラックが
右折しようとする際、対向車の横から二輪車
が飛び出してきて衝突する交通事故が多いの
ですが、私自身、過去に見通しの良い交差点
において、お互いの存在を確認できていたに
もかかわらず、衝突した右直事故を取扱った
事があります。二輪車がスピードを出してい
た事と、車両はトラックではありませんでし
たが、まだ距離があるから大丈夫と思い、目

測を誤って右折した事が原因でした。

　二輪車の特徴として、

　○速度が遅く感じる。

　○実際より遠くに見える。

事が挙げられます。このような特徴を踏まえ

て、今一度、安全確認の徹底をお願いいたし

ます。

　その他、トラックと自転車や歩行者の交通

死亡事故も発生しています。先程の二輪車と

の右直事故とも共通して、特に交差点では安

全確認を徹底し、

　○ 右左折時は、「周囲の交通状況を把握し

て、前後左右の安全確認と目視確認を行

い、いつでも停止できる速度で走行す

る。」

　○ 大型車の場合、「死角を理解し、ミラー

を有効活用して危険を確実に察知するな

ど、交通事故リスクを排除する。」

事により、悲惨な交通死亡事故の絶無に努め

ていただきたいと思います。

　大田区にはトラックターミナルがあり、幹

線道路が多く、トラックの往来も多数です。

　警察は、一件でも悲惨な交通死亡事故をな

くすために、日々心血を注いでおります。交

通死亡事故の絶無を目指して、引き続き、皆

様のご理解とご協力をよろしくお願いいたし

ます。

　交通死亡事故の絶無を目指して

田園調布警察署交通課長 　加　藤　陽　太

▼ ▼ ▼  

▼ ▼ ▼
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大田労働基準監督署からのお知らせ
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税務署からのお知らせ
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（国内経済）

　消費者の今後６カ月の消費見通しを示す消
費者態度指数は５カ月連続の低下となり、消
費マインドは弱含んでいる。完全失業率は低
水準となり、雇用環境改善が続く。名目賃金
の伸びを物価上昇が上回り、実質賃金指数は
マイナス圏で推移。設備投資は持ち直しの動
きがみられる。鉱工業生産は一進一退の推移。
在庫循環は、在庫調整局面を抜けて積み増し
局面に移行。物価をみると、企業
物価は緩やかに上昇している。ま
た、消費者物価は上昇している。
輸出入ともに、このところ持ち直
しの動きがみられる。３月の輸出
は米国の関税政策を考慮した駆け
込みの影響もみられた。

（為替及び金融環境）

　円高進行は４月後半に一服、米
国関税政策の軟化を背景に円安方
向に。国内長期金利は、４月初旬
に急低下も、その後小幅上昇。

（まとめ）

　日本経済は緩やかに回復してい
ますが、米国の通商政策等による
不透明感がみられます。先行きに
ついては、雇用・所得環境の改善
や各種政策の効果が緩やかな回復
を支えることが期待されます。

ただし、米国の通商政策の影響や、物価上昇
の継続が消費マインドに与える影響などが、
我が国の景気を下押しするリスクとなってい
ます。
　本稿が経済展望を概観する一助になれば幸
いです。

日本経済は緩やかに回復

商工中金　大森支店
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　今年２月に大田支部は「標準的運賃の届出」の提出を支部会員の皆様にお声がけして多く
の会員様に届出をして頂きました。この度新たに令和７年４月１日施行と「貨物自動車運送
事業法」改正とされて驚かれた方もいらっしゃるかと存じますが、「標準的運賃」にて届け
られた会社は、そのまま変更せずとも有効です。更に下記事項が強化されました。

　　　　　標準的運賃の届出

荷　主

元　請

１次請

実運送

相互の
書面交付
・メール
・FAX
・データ連携も可

書面交付
・メール
・FAX
・データ連携も可

書面交付
・メール
・FAX
・データ連携も可

利用運送を行うときは、健全化措置を講じる努力義務が課される。
また、一定規模以上の事業者については、管理規程の作成、管理
者の選任が義務付けられる。

実運送体制管理簿の作成
（様式自由（既存の配車表等への追記でも可））
・実運送事業者の名称
・下請次数
・貨物の内容
・運送する区間等

実運送事業者情報の通知
・実運送事業者の名称
・下請次数
・貨物の内容
・運送する区間等

元請情報等の通知
・元請の連絡先
・下請次数
・荷主の名称等

元請情報等の通知
・元請の連絡先
・下請次数
・荷主の名称等

利用運送事業者を含む

実運送体制
管理簿を作成

特に実運送が主体の中小トラック事業者では、適正な労働条件や適正な運賃料金収受
が可能となる環境が整います！

トラック事業者のメリット

トラック事業者に対する規制的措置
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☆☆東ト協本部　統一街頭活動☆☆

　４月10日（木）「春の全国交通安全運動」
に際し（一社）東京都トラック協会の「統一
街頭活動」を実施しました。
　当日は８時30分に蒲田警察署澁川交通課長
をはじめ交通総務課の皆様、（一社）東京都
トラック協会前川副参事と菊池副会長にご参
加頂き、谷口支部長含め25名の支部会員の参
加を頂き、塩田運輸安全委員長の采配により
蒲田警察署のご協力を頂きながら　環状八号
線と第一京浜の南蒲田交差点４カ所に於い
て、歩行者誘導と信号待ちをしている自転車
利用者・通行人にノベルティを渡しながら交
通安全の呼びかけをしました。又、交差点近
くの第一京浜川崎方面ではトラックや乗用車
を止めて助手席側安全窓から安全確認ができ
るように視界を妨げる物を置かないようにと
注意喚起をし、「ご安全に」の言葉を添えて
ノベルティーと交通安全ステッカーを配布い
たしました。
　当日は250個すべてのノベルティを配布し、
終了となりました。

　このような活動を通して我々も気持ちを引
き締め安全運転　事故ゼロを達成いたしま
しょう。

☆☆大田支部　決算理事会☆☆

　令和７年４月22日（火）大田区産業プラザ
PiOに於いて令和６年度支部決算に関する理
事会が開催されました。
　５月21日（水）に開催される大田支部総会
に向けて行われた理事会で当日は理事総数55
名内出席理事21名　書面委任状　29名　計50
名（90.9％）にて支部規約により有効である
ことの報告を受けて議事を開始いたしまし
た。
　各議案の説明後、数人の理事の方の質問に
谷口支部長より説明がなされ、理事会として
全議案は恙なく承認されました。
　議事録は理事会冒頭に議長より指名された
議事録署名人の確認を頂き理事会は開会とな
りました。議事終了後には菊池　東ト協副会
長よりマイナンバーカードに運転免許証が紐
付けされる事の注意点及び、燃料高騰問題に
対する情報等のお話もありました。

支部事業活動
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　蒲田分会の皆様、平素は支部及び分会活動

にご理解とご協力を頂き、感謝申し上げます。

　地球温暖化なのでしょうか、ここ最近の異

常気象や大地震や甚大な被害をもたらしてい

る山火事を発生させているのか「ノストラダ

ムスの、、、」が頭をよぎり、防災対策を本気

に施さないとならないと「今更」痛感してお

ります。皆様は既に万全でしょうか？多摩川

の近くで羽田空港も蒲田分会地区にあり、そ

こでお仕事をしていらっしゃる分会の方も多

く「釈迦に説法」の意図はなく自社の備えに

イエローカードの判定を下しました。

　蒲田分会の年度初めの活動といしましては

４月６日～15日春の全国交通安全運動期間中

において蒲田交通安全協会婦人部と共に交通

事故防止を呼びかける広報活動を12回実施い

たしました。

　４月12日（土）PiOに於いて健康診断の会

場運営を行いました。30分ごとの予約制に

なったおかげで開始予定時刻の前から長蛇の

列ができることなく大変スムーズに運営でき

るようになりました。今後も予約時間枠内に

到着するようにお願い致します。又、未だに

本人記入欄の漏れがございますのでご指導よ

ろしくお願い致します。

　蒲田分会は２年に１度の総会にて役員等が

改選されるため、分会長以下の変更はござい

ませんが６月19日に役員会を開催し、2025年

度の事業計画を協議して分会の皆様に役立つ

活動をしていきたいと思案中です。随時具体

的なお知らせを発表いたしますので是非、ご

活用・ご参加をしてください。

　大森分会の皆さま、日頃より分会活動への

ご協力ご理解を賜り誠にありがとうございま

す。

　令和７年４月から６月までの分会活動をご

報告いたします。

●４月８日火曜日　京浜トラックターミナル

にて『トラックストップ作戦』を実施

分会員15名、日本自動車ターミナル４名

合計19名で大森警察署の指導のもとトラック

ターミナルから出発するドライバーや各事業

所にノベルティをお渡ししながら安全運転へ

のご理解を呼びかけました。

●４月10日木曜日　磐井神社付近にて

『二輪車ストップ作戦』を実施

分会員13名、他合計22名で大森警察署の指導

のもと二輪車の方々にヘルメットの着用やリ

フレクターの取り付け等お声掛けしました。

●５月10日土曜日　京浜島勤労会館にて　

健康診断　111名受診

●５月16日金曜日　梅屋敷　やまとにて

役員会開催　総会や役員人事、今後の分会活

動や分会旅行が議題となりました。

●６月９日月曜日　城南運送事業協同組合に

▼ ▼ ▼  

▼ ▼ ▼
分会だより

蒲 田 分 会

大 森 分 会
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て　健康診断　57名受診

急遽受診がキャンセルになったり予約時間よ

り遅れたりする場合は速やかに事務局へご一

報ください。

連絡が取れない場合、健康診断のスタッフの

皆様や医師、お手伝いの方々が終了ギリギリ

まで受診者を待たなければなりません。御協

力をお願いいたします。

●６月13日金曜日　木曽路大森店にて

令和７年通常総会並びに懇親会開催

通常総会後は来賓の皆さまも交え和やかな歓

談の席となりました。

　今後は秋の運転者講習会、健康診断等を予定

しております。まだ活動に参加されたことの

ない分会員のみなさまも是非ご参加ください。

　分会員の皆様には、日頃より分会活動に多

大なるご理解とご支援を賜り誠にありがとう

ございます。少数会員故に分会活動を殆んど

企画出来ず忸怩たる思いでいっぱいです。

因って今号での活動報告はありません。

　では業界の将来性について考えてみたいと

思う。トラック運送事業は絶対に無くならな

い業界であると筆者は断言できます。それは

我々が社会生活を営み消費活動を行う限り、

何かしらの物資が必要とされ、それをすべて

自分たちで調達することは不可能だから。

ただし、未来永劫に今の状態が続くわけでは

なく、テクノロジーや社会課題の変化に伴い

「変化」の波は必ず訪れると思う。

　近年は国内ＥＣ市場の急拡大に加えて、コ

ロナ渦による行動変容（巣ごもり等）で人々

の生活様式が変化、更にＥＣ市場が拡大して

配送量も急拡大。その中で運送業が直面して

いる課題は、深刻な人材難。具体的にはドラ

イバー不足と高齢化です。この労働力のボ

リュームゾーンである年代が引退する10年後

頃には、ドライバーの人数が激減するという

ことである。また、運送業界の平均給与の低

さは20代～30代の働き盛りの年代を取り込む

ことを難しくしており、ドライバーの高齢化

に拍車をかけている。そこでトラック運送事

業者が持続的に成長を続けるためには、ドラ

イバーを新規採用し育成することが不可欠と

なる。多くの中小トラック運送会社でも即戦

力となる経験者を欲しているため、今は売手

市場と言わざるを得ない。いつ確保できるか

わからない経験者を待つのでなく、コストを

かけて未経験者を育てるつもりで採用する余

裕を持つことも選択肢となる。また、女性ド

ライバー採用により運転者不足を補う工夫も

大切である。女性でも体に負担のかからない

業務や、子持ちの女性でも就業できる柔軟な

勤務体制の整備。そして、事務所・休憩室を

綺麗に整備、資金的な余裕があればトイレを

男女別々にするなどして働きやすい職場環境

を整えることも必要となる。近年は女性ドラ

イバーも増えており、特にインターネット通

販の宅配ドライバーは、小型の宅配物も多い

ため普通免許で運転できる２トン車でも配送

可能で、女性や主婦でも活躍できる環境を整

えている事業者も増えていることは明るい話

題のひとつである。

田園調布分会
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　ドライバー不足により荷主企業とのパワー

バランスが崩れかけている昨今、運送会社は

荷主企業との交渉で集配時間の調整を行い、

長時間労働や休日出勤を極力抑えなければな

らない。長時間労働や休日出勤の多いトラッ

ク運送事業者は、交渉力を存分に発揮して荷

主からの協力を得るとともに、自社で運行す

る業務の取捨選択が急務と考えられる。ドラ

イバーという職種は流動性が高く、採用して

も短期間で次の運送会社へと転職する傾向に

あるため、採用した人材を定着させることは

多くのトラック運送事業者において至上命題

であり、大きな課題である。いかに従業員満

足度を上げられるかを考え、実行できる企業

でなければならない。結局のところ、企業に

とって最も大切なものは「人」となる。

　人の質を高めなければ多くの顧客から選ば

れることはない。経営者だけでは実現できな

い目標を達成するために、社員を雇用するわ

けで、社員なくして企業は成り立たない。人

の質を高めるために企業理念を掲げて、この

会社にいれば自分も成長できるという状況を

作ることも従業員満足度を上げて定着率を

アップさせる要素となる。

　弊社もその業界の一翼を担っている！の場

面で眠りから覚めた。アッ夢か‼頑張ろう！

　分会員の皆様、日頃より分会活動へのご理

解とご協力に感謝申し上げます。

　３月から夏日を４回も記録し、４月５月も

初夏を思わせる天気が続きました。

　年々夏の最高気温が記録更新しております

が、今年の真夏は40度超えが連発するのでは

ないでしょうか。熱中症には十分注意して、

今年の夏を乗り切りましょう。

　それでは分会活動報告をさせていただきま

す。

　４月７日（月）春の全国交通安全運動に伴

う「100交差点一斉街頭活動」を行い、池上

警察署管内四ヶ所の交差点で、横断歩道での

歩行者誘導を実施いたしました。

　４月26日（土）「池上会館」にて春の健康

診断を開催いたしました。

　５月20日（火）「海幸と旬彩」にて役員会

を開催いたしました。

　５月30日（金）「プラザアペア」にて令和

７年度通常総会を開催いたしました。

　石黒副分会長司会の下、藤村分会長を議長

に選出し、全ての議案が出席の分会員満場一

致で承認されました。

　その後の懇親会ではご来賓に大田支部より

谷口眞二支部長、警視庁池上警察署より堂谷

内珠乃交通課長にお越しいただき、来賓祝辞

を頂戴いたしました。

　その後、小宮理事の乾杯ご発声で歓談が始

まり、終始和やかに運び、小林理事の中締め

で、めでたく懇親会はお開きとなりました。

　今後の活動予定ですが、秋の全国交通安全

運動街頭活動、運転者講習会、役員会、秋の

健康診断、分会研修旅行を予定しております

ので、一人でも多くの分会員の皆様にご参加

とご協力をしていただけますよう、お願い申

し上げます。

池 上 分 会
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らくがき

　昨年末、私は恩師が滞在するオランダ
を訪ねた。スキポール空港に降り立ち、
久しぶりの欧州に胸躍らせつつ、宿泊す
るアムステルダムに向かった。恩師の案
内で現地でしか経験できないこと、もち
ろん観光名所の数々も訪れ、本当に盛り
だくさんの体験をさせてもらった。
　そんな中で、物流大国として知られる
オランダの実情をこの目で見て体感した
いという気持ちで、現地の日系物流企業
を訪問する機会を設けた。お話を伺う中
で、オランダの国づくりの姿勢が浮かび
上がってきた。
　現地法人の方と恩師との会話を通じて
改めて思い至ったことは、オランダは小
国でありながら、海運と貿易によって世
界に存在感を示してきたということだ。
かつての長崎の出島に見られるように、
他国を力で支配し占領するのではなく、

貿易で世界に打って出た歴史を持つ。知
恵と工夫で新しい枠組みをつくってしま
う。「ドイツは完璧を目指す。オランダ
は七割でいいから早くやる。」楽して
工夫して効率を最大化する。その一例が
ロッテルダム港だ。ドイツのハンブルク
港と競いながら、EU圏内の物流拠点を
目指して、関税を払わずに貨物を一時保
管できる制度を整備し、欧州の保税地域
としての機能を確立して、自国に多くの
水揚げをしてもらう仕組みを産官で考え
ている。
　このように、小さな国が保有資源を最
大限に活用して知恵と柔軟性で生き残る
姿は、中小企業のそれと重なる。激しい
競争の中で、完璧を求めるよりも、状況
に応じて工夫し、素早く、そして思い切っ
て動く。オランダの風に吹かれながら、
そんな生き残りのヒントを見つけた気が
した。
　またオランダ行きたいな・・・

◎入会

▽入会日：４月１日（蒲田分会）
　社　名：フジエアカーゴ㈱
　代表者：井上博登　殿
　所在地：大田区羽田空港3－2－6
　　　　　羽田空港　国内東貨物地区
▽入会日：５月１日（大森分会）
　社　名：㈱ＪＣＬ
　代表者：越川隆之　殿
　所在地：大田区東海3－9－1
　　　　　大田ステイタスビル611

◎商号・組織および代表者変更

▽変更月：５月（地区外）
　社　名：㈲美風運輸
　代表者：国生利徳　殿
▽変更月：５月（蒲田）
　社　名：小柴運送㈱
　代表者：小柴昌俊　殿

支部報告
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※※ 業 務 日 誌 ※※
4/2 女性部（警察署との意見交換会）大森警察
4/3 女性部（警察署との意見交換会）蒲田警察
4/3 女性部（警察署との意見交換会）田園調布警察
4/3 女性部（警察署との意見交換会）池上警察
4/7 池上分会（街頭活動）100交差点
4/7-15 蒲田分会（街頭活動）広報車
4/8 大森分会（街頭活動）トラックストップ作戦
4/9 監査会（R6年度 収支決算書 監査）
4/6-15 全国交通安全運動週間
4/10 東ト協（統一街頭活動）蒲田警察管内
4/10 正副支部長会議（07-01）会議　web併用
4/10 大森分会（街頭活動）磐井神社
4/12 蒲田分会（健康診断）
4/22 理事会（07-01）（R7年度 通常総会用）
4/26 池上分会（健康診断）
5/8 広報・情報委員会（07-01）
5/10 大森分会（健康診断）
5/13 東ト協（E-ラーニングによる運転者講習会）
 web併用
5/13 青年部（幹事会）（07-01）
5/15 正副支部長会議（07-02）会議web併用
5/16 大森分会（役員会）
5/19 東ト協（物流改正法等に関する説明会）
 web併用
5/19 東ト協政治連盟（公明党 懇談会）
5/20 東ト協（第1回 総務委員会）web併用
5/20 東ト協 品川支部 通常総会・懇親会
5/20 池上分会（役員会議）

5/21 支部 令和７年度 通常総会・懇親会
5/22 蒲田分会（健康診断）
5/23 関東交通共済協同組合（事故防止表彰式）
5/24 青年部（通常総会）（R7年）
5/26 東ト協政治連盟（平将明フォーラム）
5/28 大田労働基準協会 総会
5/29 東ト協（第１回 理事会）web併用
5/29 東ト協（陸災防・政策研究会 合同幹事会） 
 web併用
5/30 池上分会（通常総会）
5/30 東ト協政治連盟（ゆもと良太郎 決起大会）
6/6 東ト協（三組織 総会懇親）
6/7 女性部（幹事会）
6/7 女性部（通常総会）
6/9 大森分会（健康診断）
6/10 青年部（幹事会）（07-01）
6/11  労務厚生委員会（07-01）塩飴（タブレッ

ト）配布　袋詰め
6/11 運輸安全委員会（07-01）
6/13 広報・情報委員会（07-02）
6/13 大森分会（通常総会）
6/16 東ト協（通常総会、懇親会）web併用
6/18  【品川支部 合同】Ｅ-ラーニング説明・研

修会
6/19 正副支部長会議（07-03）会議　web併用
6/24 陸運関係功労者表彰　局長
6/27 陸運関係功労者表彰　支局長

平素より青年部活動にご協力を賜り誠にあり
がとうございます。
　去る５月24日（土）プラザアペアにて青年
部通常総会を執り行い、無事に終了すること
ができました。
　その後の研修会、懇親会も無事に終了し令
和７年度がスタートしました。
　研修会ではトラボックス株式会社の皆川社
長・杉内マネージャーにお越し頂き、物流に
関する事例やシステムを使っての最新のマッ
チングシステムなどを説明して頂きました。
免許更新制など様々な問題が控えております
が、今回のような機会を設け、情報共有し、
学習し、事業継続に役立つことができました
ら幸いです。

　懇親会におきましてはご来賓の皆様にご参
加いただき誠にありがとうございました。
今期も若い力で大田支部を盛り上げられれば
と思います。
　今後の予定
６月10日　フェスタ委員会立ち上げ
７月26日　献血活動（蒲田駅前）
11月１・２日　ＯＴＡフェスタ
２月　　　研修旅行
日程未定　三支部合同研修会
　毎度のお願いにはなりますが、皆様にはご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
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　今期の女性部の活動報告をしたいと思いま

す。３月31日より羽田空港警察署を皮切りに、

大森警察署、蒲田警察署、田園調布警察署、

池上警察署に表敬訪問、花束贈呈、意見交換

をいたしました。各警察署ともお忙しい中ご

対応いただき、有意義な意見交換ができまし

た。

　６月７日には、総会を蒲田（銀座アスター）

にて行い、無事に審議を終え懇親会には支部

長、４分会長、青年部長をお迎えし終了しま

した。

　今年度は、11年間の長きにわたり女性部会

長を務めてくださった、佐藤部長が退任する

ことになりました。コロナ時期等、大変な時

期にこの会をまとめてくださり、感謝申し上

げます。私事ですが、義母の代わりにこの会

に参加して、右も左も解らない時に懇切丁寧

に御指導してくださり感謝します。次の部長

は、加川新部長になりました。女性部も青年

部に負けないように新会員を増強、新部長の

下にやっていきたいと思います。

　６月には、日本郵便が配達員に対して法令

で定める飲酒の有無などを確認する点呼を適

切に行っていなかった問題で、国土交通省は

５日、運送事業の許可を取り消す処分を行う

方針を会社側に通知しました。この処分に

よって日本郵便はトラックやバンタイプの車

両、およそ2500台が配送に使用できなくなり

ます。私たちの会社においては朝が早くても

夜が遅くても、運転手の顔を見、健康、飲酒

を確認することが当たり前であり、それなし

には、１日が始まりません。ドライバーを守

るため会社を守るため毎日のルーティンワー

クとして尽力し、大切にやっていきたいと思

います。

貨物自動車運送事業法の一部改正
１　許可の更新制度の導入
２　「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限
３　委託次数の制限
４　違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り
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